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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　前記筐体内に収容された各種電気機器を備えた制御盤であって、
　前記筺体内に設けられ、前記筺体内を前面側と背面側とに二分するように設けられ、前
記各種電気機器が取り付けられる仕切り壁であって、前面側に位置する前面側機器取付壁
と、背面側に位置し前記前面側機器取付壁と間隔を置いて設置される背面側機器取付壁と
を備え、前記前面側機器取付壁と前記背面側機器取付壁との間の空間を送風ダクトとした
仕切り壁と、
　前記筐体を構成する前扉パネルに設けられ、前記筐体外部の空気を筐体内部に冷却空気
として取り込むパネル吸気口と、
　前記前面側機器取付壁に設けられ、前記パネル吸気口と対向する位置に形成されたダク
ト吸気口と、
　前記背面側機器取付壁に設けられ、制御盤内の強冷却が必要な冷却対象に対向する位置
に形成されたダクト排気口と、
　前記筐体を構成する背面パネルに設けられ、前記強冷却が必要な冷却対象に対向する位
置に形成されたパネル排気口と、
　前記パネル排気口と前記強冷却が必要な冷却対象との間に設けられた排気ファンとを備
え、
　前記前面側機器取付壁と前記背面側機器取付壁には冷却必要度合いが異なる電気機器が
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分けて設置され、前記背面側機器取付壁に強冷却が必要な電気機器が設置され、
　前記強冷却が必要な冷却対象は、前記強冷却が必要な電気機器または前記強冷却が必要
な電気機器に熱的に接続された熱交換器であることを特徴とする制御盤。
【請求項２】
　請求項１に記載の制御盤において、
　前記強冷却が必要な冷却対象への冷却空気の吸排気経路が、前記パネル吸気口、前記ダ
クト吸気口、前記仕切り壁で構成された送風ダクト、前記ダクト排気口、前記強冷却が必
要な冷却対象、前記排気ファン、及び前記パネル排気口の順で形成されていることを特徴
とする制御盤。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の制御盤において、
　前記パネル吸気口に送風ファンが設置されていることを特徴とする制御盤。
【請求項４】
　請求項１～３の何れか一項に記載の制御盤において、
　前記強冷却が必要な冷却対象を覆うカバーが設けられており、前記カバーの一方の開口
部を前記ダクト排気口と連結し、前記カバーの他方の開口部側に前記排気ファンを設置し
たことを特徴とする制御盤。
【請求項５】
　請求項１～４の何れか一項に記載の制御盤において、
　前記強冷却が必要な冷却対象が複数設けられており、
　前記強冷却が必要な冷却対象が設置される前記背面側機器取付壁に前記複数の強冷却が
必要な冷却対象毎に前記ダクト排気口が形成され、
　前記排気ファンは前記複数の強冷却が必要な冷却対象毎に設けられていることを特徴と
する制御盤。
【請求項６】
　請求項１～５の何れか一項に記載の制御盤において、
　前記筐体の天井パネルに前記筐体内部の空気を排出する天井ファンが設置され、
　前記強冷却が必要な電気機器以外の電気機器であって、前記前面側機器取付壁に設けら
れた電気機器の冷却は、前記天井ファンの運転により前記パネル吸気口から前記筐体内部
に冷却空気を導入して行い、前記強冷却が必要な電気機器以外の電気機器であって、前記
前面側機器取付壁に設けられた電気機器からの発熱を奪った冷却空気は前記天井ファンを
介して筐体外部に排出することを特徴とする制御盤。
【請求項７】
　請求項１～６の何れか一項に記載の制御盤において、
　前記背面側機器取付壁に設置された電気機器は、半導体パワーデバイスを含み、
　前記前面側機器取付壁に設置された電気機器は、リアクトル及び電源供給ユニットを含
むことを特徴とする制御盤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制御盤に係り、特に、制御盤の筐体内に冷却が必要な機器を収容する制御盤
の冷却構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　制御盤は、機械装置や電気装置に必要な電力を供給するためのスイッチ、分配器、ブレ
ーカなどの各種電気機器を収容した盤（キャビネット）である。高周波電源装置などに用
いられる制御盤の筐体内には、半導体パワーデバイスなどの発熱を伴う機器が設置される
。半導体パワーデバイスなどは、温度上昇により性能が低下するため、例えば、特許文献
１に記載のように、制御盤の筐体内に外部から空気を供給して筐体内の空気を冷却する冷
却構造が設けられる。
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【０００３】
　特許文献１においては、制御盤の天井部にメンテナンススペースのない場所であっても
、側面に排気用ファンを設置し、そして、冷却風通路を複数構成することにより、電力変
換装置が必要とする風量を確保するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2014-90640号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来、特許文献１に記載のものを含めて、制御盤の冷却構造は、制御盤の下方に形成さ
れた吸気口を介して外部から冷却空気を制御盤の筐体内に供給し、制御盤の上方に形成さ
れた排気口を介して制御盤の筐体内の暖気が排出されるように構成されている。制御盤の
筐体内に供給された冷却空気は制御盤内全体を流れる。制御盤内での機器の配置によって
は、冷却空気は制御盤内に設置されたさまざまな機器を通過して冷却が必要な機器（半導
体パワーデバイス等の強冷却が必要な機器）に到達する場合もある。制御盤内に設置され
た機器は、多かれ少なかれ熱を発している。このため、冷却空気が冷却を必要とする機器
まで到達する前に冷却空気の温度が上昇し、冷却を必要とする機器を効果的に冷却するこ
とができないおそれがある。また、排気口の位置によっては、制御盤の筐体内に誘導した
空気が滞留する場合もあり、制御盤内の冷却を必要とする機器を効果的に冷却できないお
それがある。
【０００６】
　本発明の目的は、制御盤内の冷却を必要とする機器を効果的に冷却することが可能な制
御盤を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、制御盤の筐体内にダクトを設置し、ダクトを介して筐体外部から導入した冷
却空気を制御盤内の冷却対象に直接導くようにしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、制御盤内の冷却対象を効果的に冷却することが可能となる。　
　上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施例である制御盤を側面から見た制御盤の側面断面図。
【図２】本発明の一実施例である制御盤を正面から見た制御盤の正面断面図。
【図３】本発明の一実施例である制御盤を背面から見た制御盤の背面断面図。
【図４】本発明の一実施例である制御盤の平面図であって、図１に示す線Ａ‐Ａにおける
制御盤の下部の平面断面図
【図５】本発明の一実施例である制御盤の平面図であって、図１に示す線Ｂ‐Ｂにおける
制御盤の上部の平面断面図
【図６】本発明の一実施例に用いられる熱交換器回りの斜視図。
【図７】本発明の一実施例である制御盤の筐体を構成するフレームの一例を示す斜視図。
【図８】本発明の一実施例に用いられる熱交換器を構成するヒートシンクユニットと半導
体パワーデバイスなどとの接続構造を示す側面図。
【図９】図８に示すヒートシンクユニットの上面図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を用いて本発明の実施例を説明する。



(4) JP 5869093 B1 2016.2.24

10

20

30

40

50

【００１１】
　図１は本発明の一実施例である制御盤を側面から見た制御盤の側面断面図を示し、図２
は同制御盤を正面から見た制御盤の正面断面図を示し、図３は同制御盤を背面から見た制
御盤の背面断面図を示し、図４は同制御盤の平面図であって、図１に示す線Ａ‐Ａにおけ
る制御盤の下部の平面断面図を示し、図５は同制御盤の平面図であって、図１に示す線Ｂ
‐Ｂにおける制御盤の上部の平面断面図を示す。本実施例は、本発明を高周波電源装置の
制御盤に適用したものである。高周波電源装置は、例えば、移動体（バスなど）の二次電
池に非接触給電するシステムに用いられる。
【００１２】
　制御盤１は、内部に制御盤を構成する機器（電気機器）を収容する筐体１０を有する。
筐体１０は、前扉パネル１１、背面パネル１２、左側面パネル１３、右側面パネル１４、
天井パネル１５から構成され、これらはフレーム２０にネジなどの締結手段で取り付けら
れている。また、フレーム２０の下部には床面１６が形成されている。床面１６は土台１
８に設置されている。また、天井パネル１５の上方には、屋根１７が取り付けられている
。本実施例の高周波電源装置は屋外に設置されるものであるため、屋根１７が取り付けら
れているが、屋内設置の場合には屋根１７は省略できる。また、本実施例では、屋外設置
の高周波電源装置を対象とするため、各パネルの周囲にはパッキン（図示省略）が取り付
けられ、パッキンを介してフレームに取り付けられている。これにより外部からのダスト
や雨水などの筐体内部への侵入を防ぐようになっている。
【００１３】
　また、本実施例では、制御盤１を構成する機器が取り付けられる機器据え付け用壁３０
が、制御盤の前面側と背面側とに二分するように制御盤１の中央に設けられている。機器
据え付け用壁３０は、左右側面パネル１３，１４、若しくはフレーム２０と、床面１６に
設けられた取付部３１にネジなどの締結手段を介して固定されている。本実施例では、機
器据え付け用壁３０は、制御盤の前面側と背面側を仕切るように設けられており、仕切り
壁としての機能を有する。機器据え付け用壁３０の上部は、図１に示すように、天井パネ
ル１５との間に間隔を有し、制御盤１の背面側からの空気が前面側に移動できるようにな
っている。また、後述のように、本実施例における機器据え付け用壁３０は、冷却空気の
送風ダクトとしての機能を有する。すなわち、本実施例における機器据え付け用壁３０は
、前面側機器取付壁３０ａと背面側機器取付壁３０ｂが間隔をおいて設置されている。前
面側機器取付壁３０ａと背面側機器取付壁３０ｂとの間の空間が後述の冷却空気の送風ダ
クトとして機能する。本実施例では、壁により送風ダクトが形成されていることから、本
実施例の送風ダクトは「ウォールダクト」又は「壁ダクト」と称することができる。前面
側機器取付壁３０ａと背面側機器取付壁３０ｂは、送風ダクト内の冷却空気は周囲の暖気
により加熱されないように断熱材で構成するようにしても良い。
【００１４】
　制御盤１内には例えば高周波電源装置の制御盤を構成する次のような機器が設置されて
いる。　
　制御盤１の前面側では、リアクトル４０、計器用変流器４１、電源供給ユニット４２、
切換えスイッチ４３、ブレーカ４４、ヒューズ４５、突入電流防止用抵抗４６などが機器
据え付け用壁３０に取り付けられている。また、床面１６に通信ユニット４７が設置され
ている。　
　制御盤１の背面側では、電源部を構成する半導体パワーデバイス（ＩＧＢＴ：Insulate
d Gate Bipolar Transistor）４８、制御部（ゲートドライバ）４９、コンデンサ５０な
どが機器据え付け用壁３０に取り付けられている。本実施例では、半導体パワーデバイス
（ＩＧＢＴ）４８と制御部（ゲートドライバ）４９は、熱交換器６４を介して機器据え付
け用壁３０に取り付けられている。即ち、熱交換器６４が機器据え付け用壁３０に直接取
り付けられ、半導体パワーデバイス（ＩＧＢＴ）４８と制御部（ゲートドライバ）４９は
機器据え付け用壁３０に間接的に取り付けられている。熱交換器６４と半導体パワーデバ
イス（ＩＧＢＴ）４８と制御部（ゲートドライバ）４９との接続構造については後述する
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。また、床面１６にリアクトルコイル５１が設置されている。　
　本実施例では、半導体パワーデバイス（ＩＧＢＴ）４８が強冷却を必要とする機器であ
る。すなわち、半導体パワーデバイスは装置稼働により熱を発し高温となる。半導体パワ
ーデバイスなどは、温度上昇により性能が低下する。例えば、温度が５０度程度から１２
０度程度まで上昇すると、定格電流は約１/２となる。半導体パワーデバイスを効果的に
冷却することにより性能を維持することができる。但し、後述のように、本実施例では、
半導体パワーデバイス（ＩＧＢＴ）４８は熱交換器６４を介して冷却されるので、強冷却
を必要とする機器は、直接的には熱交換器６４となる。また、冷却が必要な電気機器は半
導体パワーデバイスに限定されない。
【００１５】
　次に、本実施例における制御盤内の機器の冷却構造について説明する。
【００１６】
　上述したように、本実施例の機器据え付け用壁３０は、冷却空気の送風ダクトとして機
能する。機器据え付け用壁３０の前面側機器取付壁３０ａの下部には、吸気口（ダクト吸
入口）６０が形成されている。前扉パネル１１の下方には、前面側機器取付壁３０ａの吸
気口６０に対向する位置に、外部の空気を取り込むための吸気口６１が形成されている。
前扉パネル１１のパネル吸気口６１と前面側機器取付壁３０ａの吸気口６０の間には送風
ファン６２が設置されている。本実施例では、送風ファン６２が制御盤の幅方向に二箇所
に設けられている。パネル吸気口６１と、取付壁の吸気口６０については、送風ファン６
２と同様に制御盤の幅方向に二箇所に設けても良いし、または、図２に示す吸気エリアを
カバーするような一つの大きな吸気口として形成しても良い。送風ファン６２は、本実施
例ではフレーム２０に取付けられているが、前扉パネル１１に取り付けても良い。前扉パ
ネル１１の吸気口６１には、ルーバー（図示省略）が形成され、雨水などが入り込まない
ようにしている。また、フィルター（図示省略）が設置され、ダストなどが筐体内に入り
込まないようにしている。
【００１７】
　また、本実施例では、前扉パネル１１の吸気口６１及び送風ファン６２からの冷却空気
は一旦制御盤内の空間を経由して前面側機器取付壁３０ａの吸気口６０に取り込まれてい
る。制御盤内の下部空間を一旦経由しても冷却空気が暖められることは殆どないので、筐
体外部から導入した冷却空気の温度を殆ど上昇させることなく、機器据え付け用壁３０で
形成された冷却空気の送風ダクトに筐体外部からの冷却空気を取り込むことができる。言
い換えれば、実質的に筐体外部から導入した冷却空気を送風ダクトに直接導入することが
できると言える。なお、前扉パネル１１の吸気口６１及び送風ファン６２と前面側機器取
付壁３０ａの吸気口６０との間を直接結ぶダクトを設けても良い。
【００１８】
　制御盤１の外部の冷却空気を制御盤内に誘導するファンは、後述の排気ファンが主たる
ファンであるため、送風ファン６２は必須ではないが、効果的に冷却空気を筐体内に誘導
するために設置されている。言い換えれば、送風ファン６２は、冷却空気を筐体内やダク
ト内に誘導する排気ファンの補助をするものである。
【００１９】
　送風ファン６２としては、軸流ファンが用いられているがこれに限定されるものではな
い。例えば、クロスフローファン（貫流送風機）を用いても良い。クロスフローファンの
場合、ファンの厚さが小さいので、制御盤の前面側における障害物とならない。また、一
つの送風ファンで制御盤の前面側に冷却空気を導入することができる。
【００２０】
　機器据え付け用壁３０の背面側機器取付壁３０ｂの上部及び中部には、排気口（ダクト
排気口）６３が形成されている。導入した冷却空気のダクト出口である排気口６３は、筐
体外部から導入した冷却空気を制御盤内の冷却対象に直接導くため冷却対象に対向するよ
うに設けられている。本実施例では、半導体パワーデバイス（ＩＧＢＴ）４８と制御部（
ゲートドライバ）４９が取り付けられた熱交換器６４の背面側機器取付壁３０ｂへの取り
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付け箇所毎に背面側機器取付壁３０ｂに排気口６３が形成されている。本実施例では、取
付壁の排気口６３が上部及び中部のそれぞれにおいて制御盤の幅方向に二箇所に設けられ
ている。後述の熱交換器カバー６５の開口部の大きさに対応する一つの排気口としても良
い。　
　熱交換器６４には、図６に示すように、熱交換器（後述のヒートシンクユニット）を覆
う熱交換器カバー６５が設けられている。この熱交換器カバー６５の開口部（図６におけ
る背面側機器取付壁３０ｂ側に位置。図示省略。）と背面側機器取付壁３０ｂの排気口６
３とが対向するように位置しており、熱交換器カバー６５のフランジ部が背面側機器取付
壁３０ｂにネジなどの締結手段を用いて取り付けられている。また、熱交換器カバー６５
の背面側機器取付壁３０ｂと反対側に形成された開口部には排気ファン６６が二つ設けら
れている。これにより熱交換器カバー６５は、背面側機器取付壁３０ｂの排気口６３から
冷却空気を効果的に熱交換器に導き、冷却空気が効果的に熱交換器を通過させるための風
洞を形成することになる。熱交換器カバー６５とは別に、熱交換器カバー６５の開口部と
背面側機器取付壁３０ｂの排気口６３を結ぶダクトを設けても良い。このように、背面側
機器取付壁３０ｂの排気口６３から熱交換器６４に冷却空気を導くことにより、熱交換器
６４に流入する空気に制御盤内で温められた空気が混入する（回り込む）ことを防止する
ことができ、熱交換器６４に効果的に冷却空気を導入することができる。特に、制御盤内
の上方では他の機器や冷却対象自身の熱により温められた空気が存在することになるので
、暖気の回り込みを防止することは、冷却対象に効果的に低温の冷却空気を導入する上で
効果が大きい。
【００２１】
　本実施例では、排気ファン６６を、冷却対象（本実施例では熱交換器）を覆う熱交換器
カバー６５に取り付けているが、排気ファン６６を、筐体１０を構成するフレーム２０に
設置して支持するようにしても良い。この場合、排気ファン６６のカバーと熱交換器カバ
ー６５の排気ファン側の開口部とを結ぶダクトを設けることが望ましい。
【００２２】
　また、本実施例では、熱交換器６４を背面側機器取付壁３０ｂで支持するようにしてい
るが、筐体１０を構成するフレーム２０に設置して支持するようにしても良い。熱交換器
６４が取り付けられるフレームは、図７に示すように、筐体の外枠を構成するフレーム２
０とは別に、熱交換器の位置する高さに設けられ、筐体の外枠の柱となるフレーム２０ａ
で両端が支持された横方向に伸びるフレーム２０ｂである。また、この場合、フレーム２
０ｂを挟んで、排気ファン６６と熱交換器６４がフレーム２０ｂに取り付けられる。排気
ファン６６は、上述したように、制御盤内または送風ダクト内に冷却空気を誘導するため
の主たる作用力を生じさせる。排気ファン６６としては、軸流ファンが用いられているが
これに限定されるものではない。
【００２３】
　排気ファン６６に対向する背面パネル１２の位置にはパネル排気口６７が設けられてい
る。言い換えれば、冷却対象である熱交換器に対向する位置にパネル排気口が筐体に形成
され、パネル排気口と冷却対象との間に排気ファンが配置されている。パネル排気口６７
は排気ファン６６の位置に対応して二箇所に形成するようにしても良いし、図３に示す排
気エリアをカバーするような一つの大きな排気口を背面パネル１２の上部及び中部にそれ
ぞれ形成するようにしても良い。また、パネル排気口６７には雨水などの侵入を防止する
ルーバー（図示省略）が設けられている。
【００２４】
　このように、パネル吸気口６１、送風ファン６２、機器据え付け用壁３０で形成された
送風ダクト、熱交換器カバー６５、排気ファン６６、パネル排気口６７を設けることによ
り、図１に示すような、筐体外部から空気を導入して熱交換器６４を経由して筐体外部に
空気を排出するという冷却空気の吸排気経路が形成される。そして、筐体外部の空気を低
温のまま冷却対象（本実施例では熱交換器）に直接誘導することができる。
【００２５】
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　なお、各ファンは常時運転で運用されているが、これに限定されない。例えば、冷却対
象に温度センサを設け、温度センサの出力に基づきファンの駆動を制御しても良い。
【００２６】
　次に、図８～図９を用いて、熱交換器６４と半導体パワーデバイス（ＩＧＢＴ）４８と
制御部（ゲートドライバ）４９との接続構造について説明する。図８は熱交換器６４と半
導体パワーデバイス（ＩＧＢＴ）４８と制御部（ゲートドライバ）４９との接続構造の側
面図を示し、図９は同接続構造の上面図を示す。
【００２７】
　熱交換器６４は、ヒートシンクユニットとして構成され、複数のヒートパイプ７０と、
複数のヒートパイプ７０の一方の端部側が埋め込まれる接続板７１とにより構成されてい
る。複数のヒートパイプ７０の他方の端部側は接続板７１から垂直に立ち上がるように形
成されている。複数のヒートパイプ７０には冷却空気との熱交換を高めるため複数のフィ
ン７２が取り付けられている。ヒートパイプ７０、接続板７１、フィン７２はそれぞれ銅
などの熱伝導性に優れた材料で構成されている。
【００２８】
　接続板７１の上面側は、図６に示すように、熱交換器カバー６５にネジなどの締結部材
により取り付けられている。接続板７１の下面側には、図８に示すように、半導体パワー
デバイス（ＩＧＢＴ）４８や制御部（ゲートドライバ）４９を載置する熱伝導性に優れた
取付板（図示省略）がネジなどの締結部材により取り付けられている。このような構成に
よって、低温のまま熱交換器６４まで移送されてきた冷却空気により熱交換器６４を効果
的に冷却することができ、そして、熱交換器６４の接続板７１を介して半導体パワーデバ
イス（ＩＧＢＴ）４８や制御部（ゲートドライバ）４９を効果的に冷却することができる
。
【００２９】
　制御盤内部には半導体パワーデバイス（ＩＧＢＴ）以外にも作動時に発熱する電気機器
が設置されている。これらの発熱機器も半導体パワーデバイス（ＩＧＢＴ）のような強冷
却を必要としないまでも冷却することが望ましい。　
　本実施例では、機器据え付け用壁３０の前面側に位置する電気機器を冷却するために、
天井ファン（排気ファン）８０が天井パネル１５に取り付けられている。前扉パネル１１
に形成した吸気口６１やフレーム２０に取り付けた送風ファン６２を介して筐体１内に導
入された冷却空気の一部が天井ファン８０の運転により機器据え付け用壁３０の前面側の
空間を上昇し、その間に様々な機器からの発熱を奪って、最終的には、天井ファン８０を
介して筐体外部に排出される。本実施例では図２に示すように天井ファン８０が制御盤１
の幅方向に二箇所に設けられている。
【００３０】
　また、機器据え付け用壁３０の背面側にも、半導体パワーデバイス（ＩＧＢＴ）以外の
機器が設置されており、本実施例では、これの機器も冷却するようにしている。すなわち
、図３に示すように、機器据え付け用壁３０の背面側の左側面パネル１３の下方には、パ
ネル吸気口８１と送風ファン８２が設けられている。これらは、前扉パネル１１側に設け
られるパネル吸気口や送風ファンと同様にして設けられ、ルーバーやフィルターも同様に
設けられている。ルーバーやフィルターにより雨水やダストなどが筐体内に入り込まない
ようにしている。そして、パネル吸気口や送風ファンを介して機器据え付け用壁３０の背
面側の筐体１内に導入された冷却空気が機器据え付け用壁３０の背面側の空間を上昇し、
その間に様々な機器からの発熱を奪って、そして、機器据え付け用壁３０の上部と天井パ
ネル１５との間の間隔を経由して制御盤１の背面側から前面側に移動し、最終的には、天
井ファン８０を介して筐体外部に排出される。または、パネル排気口６７を介しても排出
される。なお、本実施例では、天井ファン８０が制御盤１の前面側にのみ設けられている
。天井ファンの数が増えてコストアップとなるが、天井ファンを制御盤１の背面側にも設
置した場合には、機器据え付け用壁３０の上部を天井パネル１５まで伸ばしても良い。ま
た、制御盤が屋内に設置される場合には、天井排気口に天板を設けることもある。
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【００３１】
　上述したように、本実施例では、制御盤の筐体内に機器据え付け用壁で形成された送風
ダクトを設置し、送風ダクトを介して筐体外部から導入した冷却空気を制御盤内の冷却対
象に直接に導くようにしているので、冷却対象までの過程で他の電気機器により暖められ
た空気と隔離して、外部から導入した冷却空気を低温のまま制御盤内の冷却対象（本実施
例では半導体パワーデバイスが接続された熱交換器）に送風することができ、その結果、
制御盤内の冷却対象を効果的に冷却することが可能となる。特に、制御盤内が電気機器で
密集している場合には、従来の構造では、冷却が必要な機器まで冷却空気を導くことは難
しいが、送風ダクトを用いることにより、効率的に冷却空気を冷却が必要な機器まで導く
ことができ、冷却が必要な機器を効率的に冷却することができる。そして、半導体パワー
デバイスの温度上昇による性能低下を効果的に抑制することができる。
【００３２】
　また、送風ダクトの位置は任意に設定できるので、冷却が必要な機器の配置の自由度が
向上する。これによって、従来、冷却が必要な機器を効果的に冷却するために、制御盤の
構造が大型化する傾向にあったが、本実施例では、冷却が必要な機器の配置に特に配慮す
ることなく、制御盤の小型化を追求して機器の配置を行うこともできるので、制御盤の大
幅な小型化が可能となる。
【００３３】
　また、本実施例では、制御盤内に設置されている機器全体を冷却するための天井ファン
などを備えている。すなわち、本実施例は、制御盤内の機器を、大きな冷却強度が必要な
機器（本実施例では半導体パワーデバイスなど）と、それ以外の機器とに分け、大きな冷
却強度が必要な機器には、送風ダクトを介して外部から冷却空気を直接送風して強冷却が
必要な機器に対して局所的に冷却を行い、それ以外の機器に対しては、従来の方法による
冷却、例えば、天井ファンにより制御盤の筐体内全体に冷却空気を導入することによる制
御盤内の全体的な冷却を行うようにしている。これにより、強冷却が必要な機器を冷却す
るために外部空気を多量に導入することなく、強冷却が必要な機器を効果的に冷却するこ
とができる。また、外部空気を多量に導入する場合には、冷却空気が通過するスペースを
大きく確保する必要があるが、本実施例ではそのような必要がないので、制御盤の大きさ
も小さくすることができる。
【００３４】
　また、本実施例では、機器据え付け用壁により制御盤を前面側と背面側に分離している
。これにより、強冷却が必要な機器に冷却空気を送風する際に、制御盤内の暖気（特に制
御盤の前面側で暖められた暖気）の混入を抑制することができる。また、機器据え付け用
壁により制御盤を前面側と背面側に分離しているので、冷却必要度合いが異なる機器を前
面側と背面側に分けて設置することにより、制御盤内の機器全体を効果的に冷却すること
ができる。
【００３５】
　また、本実施例では、機器据え付け用壁を送風ダクトとして兼用しているので、制御盤
を大きくすることなく、強冷却が必要な機器を冷却することができる。ただし、機器据え
付け用壁を送風ダクトとして兼用することは必須ではない。例えば、機器据え付け用壁と
は別に四角柱状の送風ダクトを設けるようにしても良い。この場合、送風ダクトの出口に
フランジなどを形成し、熱交換器カバーのフランジと接続し、周囲空気が熱交換器カバー
内に入り込まないようにすることが望ましい。
【００３６】
　また、本実施例では、強冷却が必要な機器を制御盤の背面側に設置している。したがっ
て、パネル吸気口とパネル排気口の位置が制御盤の前面と背面とに離れて形成されること
になる。これにより、パネル排気口から排出された排気（暖気）がパネル吸気口に吸い込
まれるのを防止できる。
【００３７】
　また、本実施例では、排気ファン６６を強冷却が必要な機器毎に設けている（本実施例
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求度合に応じて排気ファンの回転数を変えれば、機器に応じた冷却を容易に実現できる。
【００３８】
　なお、上述の実施例では、熱交換器に半導体パワーデバイスなどを接続し、間接的に半
導体パワーデバイスを冷却空気により冷却している。冷却効率が低下するが、熱交換器を
省略し、半導体パワーデバイスなどに冷却空気を直接送風するようにしても良い。また、
この場合、半導体パワーデバイスの周囲を覆うカバーを設け、カバーを送風ダクトと接続
し、半導体パワーデバイスの周囲の暖気が入り込まないようにして冷却空気を通風させる
ことが望ましい。
【００３９】
　また、上述の実施例では、制御盤の前面側下部から吸気し、背面側の上部または中部か
ら排気するようにしているが、これに限定されるものではない。冷却が必要な機器の配置
状況に応じて、吸気口や排気口を設置するようにしても良い。ただし、冷却空気の流れか
らみて、制御盤の前面側下部から吸気し、背面側の上部または中部から排気するのが望ま
しい。
【００４０】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであ
り、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実
施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例
の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部につ
いて、他の構成の追加，削除，置換をすることが可能である。
【符号の説明】
【００４１】
　１・・・制御盤、１０・・・筐体、１１・・・前扉パネル、１２・・・背面パネル、１
３・・・左側面パネル、１４・・・右側面パネル、１５・・・天井パネル、１６・・・床
面、１７・・・屋根、１８・・・土台、２０，２０ａ，２０ｂ・・・フレーム、３０・・
・機器据え付け用壁、３０ａ・・・前面側機器取付壁、３０ｂ・・・背面側機器取付壁、
３１・・・取付部、４０・・・リアクトル、４１・・・計器用変流器、４２・・・電源供
給ユニット、４３・・・切換えスイッチ、４４・・・ブレーカ、４５・・・ヒューズ、４
６・・・突入電流防止用抵抗、４７・・・通信ユニット、４８・・・半導体パワーデバイ
ス（ＩＧＢＴ）、４９・・・制御部（ゲートドライバ）、５０・・・コンデンサ、５１・
・・リアクトルコイル、６０・・・取付壁の吸気口、６１・・・パネル吸気口、６２・・
・送風ファン、６３・・・取付壁の排気口、６４・・・・熱交換器、６５・・・熱交換器
カバー、６６・・・排気ファン、６７・・パネル排気口、７０・・・ヒートパイプ、７１
・・・接続板、７２・・・フィン、８０・・・天井ファン、８１・・・パネル吸気口、８
２・・・送風ファン。
【要約】　　　（修正有）
【課題】制御盤内の冷却対象を効果的に冷却することが可能な制御盤を提供する。
【解決手段】制御盤１の筐体１０内にダクトを設置し、ダクトを介して制御盤内の冷却対
象に筐体外部から導入した冷却空気を直接導くようにする。例えば、冷却対象を通過した
後の冷却空気を外部に排出する排気口６７は冷却対象と対向する位置に形成され、排気口
と冷却対象との間に排気ファン６６が設けられる。制御盤の内部を仕切る仕切り壁３０が
設置されており、仕切り壁は内部が通風路として構成され、ダクトとして用いられる。
【選択図】図１
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
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【図８】

【図９】
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